
・5人目以降は1人増えるごとに38万円を加算する。
・「収入額の目安」は，収入の全てが給与によるもので，医療費控除等
の各種控除がない場合の目安です。

※世帯の主たる生計維持者の所得が，上記の所得限度額に該当する場合
は，本事業の支援対象となります。

所得税法上
の扶養人数

所得限度額 収入額の目安

０人 ２３６万円未満 ３７２.５万円未満

１人 ２７４万円未満 ４２０万円未満

２人 ３１２万円未満 ４６７.５万円未満

３人 ３５０万円未満 ５１５万円未満

４人 ３８８万円未満 ５６２.５万円未満

別表（所得基準）


